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欧州特許条約（ＥＰＣ）規則改正について 

欧州特許条約 
 

深見特許事務所 外国特許情報レポート ２００９年８月２０日発行 
 
 2010 年 4 月 1 日より施行が予定されております欧州特許条約規則改正等について、下

記の如く御報告申し上げます。 
 
１．改正の概要は、以下のとおりです。 
 
１ 分割出願の時期的制限（改正規則 36） 
２ １つのカテゴリに複数の独立クレームがある場合の調査（新設規則 62a） 
３ 拡張されたヨーロッパ調査報告（EESR）への応答の義務化（新設規則 70a） 
４ 補正の根拠の明示の義務化（改正規則 137(4)） 
５ クレーム補正の制限（改正規則 137(5)） 
６ ＥＰＯによって作成された国際調査報告／国際予備審査報告の見解への応答の義務化

（改正規則 161） 
 
２．上記概要を踏まえ、下記の御確認および御検討をお薦め致します。 
 
１ 現在係属しているＥＰＣ出願に関し、重要な案件については分割出願が可能な期間内

に予備的な分割出願を行なうことをご検討ください。 

２ ＥＰＣ出願用のクレームドラフトにおいて、１つのカテゴリには単一の独立クレーム

とすることをご検討ください。 

３ ＥＥＳＲに対して応答が必須となることにご留意ください。 

４ クレーム補正において根拠の特定が必須となりますので、特許事務所に対する補正の

ご指示の際にはその根拠を明示頂くことが代理人費用の節減につながります。 

５ ＥＰＯによって国際調査報告／国際予備審査報告が作成された場合には、１ヶ月以内

の応答が必須となることにご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図してい

ません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。 
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改正１．分割出願の時期的制限（改正規則 36） 

 
⇒2010 年 4 月 1 日に欧州特許庁（以下「ＥＰＯ」）に係属している全ての出願について、

分割出願を提出することができる時期が制限されます。（現在は、親出願がＥＰＯに係属し

ていれば可能） 
 
改正規則 36(1) 
 
（１）出願人は、以下の条件を満たす場合、係属している先のヨーロッパ特許出願に関連

する分割出願をすることができる： 
 （ａ）局指令が発行された最先の出願について、審査部の最初の局指令から２４ヶ月

の期間の満了前に、分割出願が提出されること、 
または、 
 （ｂ）先の出願が第８２条（注：単一性）の要件を満たしていないとして審査部が拒絶して

いる、いずれかの局指令から２４ヶ月の期間の満了前であって、その局指令が初めて当該

特定の拒絶を提起している場合に、分割出願が提出されること。 
 
 猶予期間 
 
 2010 年 10 月 1 日より前に、上記 24 ヶ月の期間が満了する出願（すなわち、2008 年 10
月 1 日以前に局指令が発行されて、EPOに係属している出願）に対して、6 ヶ月の猶予期

間が与えられます。 
 これらの出願については、2010 年 4 月 1 日から 2010 年 10 月 1 日まで、分割出願が可

能です。 
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［例１］ 分割出願可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［例２］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［例３］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最初の局指令         24 ヶ月 

分割出願不可 

分割出願可能 

時間

分割出願可能 

分割出願不可

時間

単一性欠如について       24 ヶ月 
初めて言及する局指令 

分割出願可能 

分割出願

不可 

最初の局指令     24 ヶ月     単一性欠如について    24 ヶ月 

分割出願

不可 

（単一性欠如の            初めて言及する局指令 
言及なし） 
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［例４］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最初の局指令 
（単一性欠如の 
言及なし） 

分割出願Ａ 

分割出願Ｂ 

しかし、分割出願可能期間

の始期とはならない 

最初の局指令 

しかし、分割出願可能期間

の始期とはならない 

最初の局指令 

分割出願Ｃ

親出願 

分割出願可能な期間＝24 ヶ月
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経過措置 
 
 （１） 改正規則 36(1)で規定される 24 ヶ月の期間が、2010 年 4 月 1 日前に満了する

場合には、2010 年 4 月 1 日から 6 ヶ月以内に（2010 年 10 月 1 日までに）、分割出願可能。 
 
［例１］ 
 

2010 年

4 月 1 日

2010 年 
10 月 1 日

分割出願可能（＝6 ヶ月）

2008 年 

24 ヶ月 

2010 年 
3 月 1 日 3 月 1 日 

最初の局指令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 （２） 改正規則 36(1)で規定される 24 ヶ月の期間が、2010 年 4 月 1 日以降に満了す

る場合、少なくとも、2010 年 4 月 1 日から 6 ヶ月以内に（2010 年 10 月 1 日までに）、分

割出願可能（例２、例３）。 
 
［例２］ 

2010 年

4 月 1 日

2010 年 
10 月 1 日

2008 年 
8 月 1 日 
最初の局指令 

2010 年

8 月 1 日

24 ヶ月 
分割出願可能（＝6 ヶ月） 

(4 ヶ月)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［例３］ 24 ヶ月
 
 

2010 年

4 月 1 日

2010 年 
10 月 1 日

2010 年

12 月 1 日

2008 年 
12 月 1 日 
最初の局指令

分割出願可能（＝８ヶ月）
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改正２．１つのカテゴリに複数の独立クレームがある場合の調査（新設規則 62a） 

 
⇒同一のカテゴリ（装置、方法など）の独立クレームが複数個含まれている場合には、い

ずれの独立クレームについて調査すべきかの応答が求められます。応答しない場合には、

そのカテゴリにおいて最初に記載されている独立クレームについて調査されます。 
 
規則 43(2) 
 
 ヨーロッパ特許出願は、その出願の主題が以下の１つを含む場合に限り、同一のカテゴ

リに複数の独立クレームを含むことができる： 
（ａ）複数の相互に関係のある物（product）
（ｂ）生成物あるいは装置の異なった用法

（ｃ）特定の課題に対する代替の解決策であって、１つのクレームによってこれらの代替

案をカバーすることが不適切な場合 
 
例

（ａ）の例 プラグとソケット、送信機と受信機 
（ｂ）の例 ２つ以上の医療用途に向けられたクレーム 
（ｃ）の例 一群の化学合成物の製造のための２つ以上のプロセス 
 
ＯＫの例 
クレーム１． 「・・・を含む、プラグ。」 
クレーム２． 「・・・を含む、ソケット。」 
 
ＮＧの例 
クレーム１． 「Ａと、Ｂと、Ｃとを備える、プラグ。」 
クレーム２． 「Ａと、Ｂと、Ｄとを備える、プラグ。」 
 
新設規則 62a 
（１）提出されたクレームが規則４３第２パラグラフの規定に適合していないと、欧州特

許庁が判断した場合には、欧州特許庁は、出願人に対し、２ヶ月以内に、調査の対象とす

べき規則４３第２パラグラフに適合するクレームを示すことを求めるものとする。 
 もし、出願人が、期限までにそのような指示を提出しない場合には、調査は、各カテゴ

リの最初のクレームに基づいて行なわれる。 
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改正３．拡張ヨーロッパ調査報告（EESR）への応答の義務化（新設規則 70a） 
 
（現在） 
 EESR に応答しない場合、最初の局指令として、EESR を参照する１頁のみを含むもの

が発行されます。 
（調査部の審査官と、審査部の審査官とが同一人物である場合が多いため、通常は、EESR
の内容が、そのまま局指令の内容とされています）。 
 
（改正後） 
 EESRへの応答は義務化されます。応答書が提出されない場合には、出願は取り下げら

れたものとみなされます。 
 
 応答期限 
 （１）Ｅｕｒｏ－ＰＣＴ出願（欧州特許条約が指定されたもの）の場合 
 規則 70(2)の期限、すなわち、出願人が、出願をさらに進めることを望む旨を宣言する

まで。通常、期限として、EPO によって２ヶ月が指定され、最長６ヶ月まで延長可能です。 
 
 （２）欧州特許出願を直接行なった場合 
 審査および指定手数料の支払期限（欧州調査報告の公開から６ヶ月）まで。 
 

改正４．補正の根拠の明示（改正規則 137(4)） 

 
（１）補正は識別される必要があります。⇒たとえば、米国特許庁に提出される補正書と

同様に、文書作成ソフトの「変更履歴」を利用することができます。 
 
（２）補正の根拠は示されなければならなりません。（例）「特徴Ｘは第５頁第５－１０行

に開示されている」 
 
（３）もし、いずれかの要件を満たしていない場合には、瑕疵を訂正するための期間とし

て１ヶ月（延長不可）が指定されます。 
 
 
改正５．EPOにより作成された国際調査報告／国際予備審査報告の見解への応答の義務化

（改正規則 161） 
 
 （１） ＥＰＯが国際調査機関または国際予備審査機関であった場合には、ＥＰＯによ

って発行された見解書に対する応答は、必須となります。 
 （例）ＰＣＴ出願が、日本国特許庁を受理官庁として、英語で行なわれた場合 
 
 （２） もし、応答書が提出されない場合には、当該出願は取り下げられたものとみな

されます。 
 
 （３） 応答のための期限は、規則 161 に基づく局指令の発行日から１ヶ月です（延長

不可）ので、特許事務所および貴社の双方が迅速に手続を進めることが必要となります。 
 

 



Page 8 of 8 

 

その他．費用の改定について（2009 年 4 月 1 日施行） 

（換算レート：1 ユーロ=135 円） 
（１）ページ課金について 
 明細書、クレーム、図面、要約について、総ページ数が 35 ページを超える場合、超過

１ページ当たり 12 ユーロ（1,620 円）の追加手数料、が必要となります。 
 
対策として、たとえば、 
明細書等を提出する際には、規則で許容される最小サイズの文字で明細書等を準備して、

ページ数が増えないようにする。 
 
（２）指定手数料 
 指定国の数は無関係に、１指定あたり、５００ユーロ（67,500 円）となります。 
 
 

以上 

 



（欧州特許手続の流れ）

出願人の手続

特許庁の手続

第三者の手続

出願

出願公開(Web上）

コミュニケーション
（拒絶理由）

意見書
手続補正書

規則７１（３）に基づく通知書
(特許許可通知)

許可テキストの承認、特許料納付、
クレームの指定言語訳提出

出願の分割

フローチャート

早期
公開請求

審査請求

実体審査
拒絶理由あり拒絶理由なし

審査へ

単一性の判断

選択されたクレームについての調査

ラックオブユニティ
(単一性欠如）および

パーシャルサーチレポート
（部分的調査報告）

追加の調査
費用納付

単一性なし

単一性あり

特許公告

特許維持

異議申立 異議決定意見書

【指定国Ａ】

特許権

維持年金納付

翻訳文提出

【指定国Ｂ】

特許権

維持年金納付

翻訳文提出

【指定国Ｃ】

特許権

維持年金納付

翻訳文提出

維持年金納付開始
（審査の途中であって
も出願後３年目から
維持年金の支払いが
必要です）

審判請求

特許審決 拒絶審決

２年

権利満了（出願から２０年）

1カテゴリ中の複数の
独立クレームが規則４３（２）

に適合？

適合するクレームの選択要求

出願人が選択？

拒絶査定

出願公開

拡張調査報告(EESR)

所定期間内に応答？

各カテゴリ中の最初の
独立クレームについて調査

取下擬制（新設規則７０ａ）

ファミリー中の
最先のコミュニ
ケーションから
２４ヶ月

原出願が係属
していれば、
分割出願可能

不適合

する

しない

なし

あり

適合

（注）このフローチャートは
2009年8月現在の情報に
基づいて作成されています。




